
□ 補助金交付申請書 （要綱：様式第１号） 申請者

□ 別表第１又は別表第２ （要綱）

□ 事業の内容及び経費の配分書 （要綱：様式第２号） 申請者

□ 付近見取図 除却業者

□ 着工前写真 除却業者

□工事内容を示す図面や書類 除却業者

□工事請負契約書の写し又は見積書の写し（押印があるもので、補助該当金額が明確なもの） 

□ 申請者本人の住民票の写し（抄本） 住所地の住民票

□ブロック塀等の所有者が確認できるもの（建物又は土地の登記簿謄本等） 法務局

□市税に滞納がないことを証明するもの （要綱：様式第３号） 七尾市都市建築課

【コピー不可】（申請者本人）

□委任状（代理人が申請する場合） （要綱：様式第４号） 申請者

□ 補助事業実績報告書 （要綱：様式第５号） 申請者

□ 着工前写真、工事写真、完成写真 申請者

□ 領収書の写し（押印、印紙税による収入印紙のあるもの。） 申請者

□ 建設業許可書又は解体工事業の登録書の写し 除却業者

□ 除却施工証明書 （要綱：様式第６号） 申請者、除却業者

□ 補助金請求書 （要綱：様式第７号） （申請者から市に対して請求）

□ 補助金確定通知書の写し 七尾市都市建築課

□ 通帳の見開きの写し　（振込口座は申請者名義） 申請者

※ 上記の補助事業は、『補助金交付決定通知書』を受理しなければ実施（着手）は出来ません。 　お早めに手続きして頂きますよ
うお願い致します。
また、補助事業が完了した時は、完了後１５日以内に『補助事業実績報告書』 に必要書類を添えて提出して下さい。
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